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建設副産物管理組織図 

組織 名 称 役  割 

本社 

安全衛生品質委員会・

環境戦略委員会 

委員長 

・安全衛生品質委員会・環境戦略委員会を開催し、全社方針及び目的・目標を策

定し、その推進及び実施結果の評価、見直しを行う。 

建設本部長 
・土木・建築分野の方針及び目的・目標を策定し、これを推進する。また、各事業

における実施結果と処理実績を取りまとめ、安全品質環境本部長へ報告する。 

安全品質環境本部長 

・建設副産物の統括窓口として、発生抑制、再生利用及び適正処理の推進を図

る。 

・全社としての実施結果と処理実績を取りまとめる。 

建設監理部長 
・建設副産物処理に関する支店及び作業所の指導、支援を行う。 

・土木・建築事業の実施結果と処理実績の集計・分析を行う。 

品質環境部長 

・建設副産物関連情報の収集に務め、的確な情報を関係部門に提供する。 

・環境管理システムを管理・運用する。 

・全社としての実施結果と処理実績の集計・分析を行う。 

研究開発推進部長 
・技術研究所における建設副産物の発生の抑制、再生利用の促進及び適正処理

の徹底を図る。（業務内容は作業所長に準ずる） 

支店 

支店長 
・支店の分野方針及び目的・目標を策定し、その推進及び実施結果と処理実績

の評価、見直しを行い、建設本部長に報告する。 

土木部長 

建築部長 

・建設副産物に関する以下の業務を行う。 

①建設副産物処理計画の作成、処理業者の選定等において、作業所を指導・支

援する。 

②電子マニフェストの運用に当り、現場情報、業者の基本情報、及び運搬経路

を登録する。 

③廃棄物処理の委託契約を公印管理規定に基づく公印にて締結(※1)する。 

④建設副産物関連法規等の情報を作業所に周知する。 

⑤作業所の実施結果と処理実績を集計・分析する。 

⑥石綿事前調査結果報告が必要な場合は、石綿事前調査結果報告システムに

より報告する。 

安全環境部長 

・建設副産物に関する以下の業務を行う。 

①関係法令等で定められている計画、届出及び報告書について、作業所の処理

実績を集計し、関係行政機関に提出を行なう。 

②廃棄物処理の委託契約を確認・指導する。 

③電子マニフェストの運用に当り、業者の基本情報を確認する。 

④建設副産物関連法規等の情報を工事部門に周知すると共に、処理に関する

教育・指導を行う。 

作業所長 

（作業所環境管理責任

者） 

（産業廃棄物管理責任

者） 

・建設副産物の発生の抑制、再生利用の促進及び適正処理の徹底を図るために

以下の業務を行う。 

①作業所の建設副産物処理計画を作成する。 

②処理業者の調査・選定を行う。（必要書類及び現地の確認） 

③関係法令等で定められている作業所に関する計画、届出及び報告書を作成

し、関係行政機関に提出する。 

④作業所内に環境管理組織を編成すると共に、建設副産物管理担当者を決め

て、日常管理を確実に行わせる。 

⑤社員及び協力会社の作業員等の教育・指導を行う。 

⑥建設系廃棄物マニフェストの交付・管理、処理状況の確認を行う。 

⑦実施結果と処理実績を入力・集計し、工事部門へ報告する。 

（※１）建設廃棄物処理委託契約の締結は、土木部長、建築部長又は、その上位者が行う 

 


